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最低制限価格制度の導入について 

 

 

地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第１６７条の１０第２項の規定

に基づく最低制限価格制度については、次のとおり取り扱うこととします。 

 

１．目 的 

極端な低価格による受注は、公共工事における品質の低下、下請け業者等協

力業者へのしわ寄せや、安全管理の低下を招く等、建設業界のみならず社会全

体にも悪影響を与えることにもなりかねないため、建設業界等関連団体の健全

な発展を期することを目的として、以下のとおり最低制限価格制度を導入しま

す。 

 

２．最低制限価格導入の対象工事・表示方法 

設計金額１千万円以上の一般競争・指名競争入札に付する建設工事を対象と

し、入札公告・指名通知に記載します。 

 

３．最低制限価格の算出方法 

令和４年３月に改正された「工事請負契約に係る低入札価格調査基準中央公

共工事契約制度運用連絡協議会モデル（国交省モデル）」を基本として算出し

ます。 

 

４．最低制限価格の公表 

最低制限価格の金額については非公表とします。 

 

５．最低制限価格制度の適用時期 

令和５年４月以降に入札を執行する競争入札から適用します。 

 


